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緊急事態宣言を受けた学校の対応 

 

１ 基本方針 

 ・ 警戒度をこれまでより高めて教育活動を継続する。 

 

２ 感染防止対策の追加 

 ・ 下校時に寄り道をしない。 

 ・ 昼食時は対面にならず、会話もしない。 

 ・ 生徒のみでの会食、及びカラオケを自粛する。 

 

３ 中止となる教育活動 

 ・ グループワーク 

 ・ 理科の実験 

 ・ 音楽の合唱、管楽器演奏 

 ・ 美術の近距離で活動する共同制作 

 ・ 家庭科の調理実習 

 ・ 体育の「密集する運動」「接触する運動」 

 ・ 宿泊を伴う行事（合宿など） 

  ※ 以上は部活動においても同様となります。なお部活動の対外的な練習試合 

や合同練習も自粛してください。 

 

◎ 「人」を警戒するのではなく、「状況」を警戒して対策をしてください。 

 ① 飛沫対策 

 → マスクを着用できない状況では会話をしない。（食事や更衣など） 

 ② 接触対策 

→ 大勢の人が触ったものを触ったあとは手を洗う。 

  → 手が洗えない状況に備え、携帯用の消毒液やウエットティッシュ 

などを常備する。 

 


